
月 日 曜日 時　　間 議会関係 備　　考

11 14 水

15 木 第二小学校収穫祭

16 金 町村会・連合会議

17 土 16:00 第１回臨時会 総合文化祭

18 日 総合文化祭

19 月

20 火 招集告示 全国治水砂防促進大会

21 水 町村議長会全国研修会①

22 木 町村議長会全国研修会②

23 金 りんごのオーナー農園収穫祭　関東ふるさと会

24 土

25 日 椋鳩十夕やけ祭

26 月 9:00 定例監査 　　　13:30～農業委員会

27 火 9:00 議会運営委員会 議案配布

28 水 9:00 青木村議会視察研修 全国町村長大会　16:00～商工会地域問題

29 木

30 金 12:00 一般質問通告 広域連合議会　北部ブロック監査委員研修

12 1 土

2 日 10:00～社会福祉大会

3 月 13:00 商工会陳情 8:30～予算編成会議・企画調整会議

4 火 9:00 本会議（開会） 　　全員協議会・議員全協

　　13:10～シルバー人材センター　除雪会議

5 水 13:00～民生委員会

6 木 9:00 一般質問検討会

7 金

8 土 9:00 本会議（一般質問）

9 日 9:00～公民館楽遊塾

10 月

11 火 19:00 予算決算委員会 16:00表彰審査会

12 水 19:00 総務産建委員会

13 木 19:00 社会文教委員会

14 金

15 土

16 日

13:00～予算決算委員会（採決）

終了後　本会議（閉会）・議員全協

18 火

19 水 町村会・連合会議　15:00定例選管委員会

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火 農業振興計画協議会

26 水 8:30 議会運営委員会 9:00全員協議会終了後　第2回臨時会

13:00郡選管臨時総会

27 木 9:00 定例監査 16:00財産区議会

28 金 仕事納め

平成30年第４回１２月定例会会議日程

17日9:00～常任委員会予備日、午後1時～予算決算委員会、終了後議会本会議（閉会）

17 月 9:00 常任委員会（予備日）

質問期間 

資料提出 

議案提出 

会期 

質問期間 



議決
結果

議案第５６号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に
関する条例の一部を改正する条例の制定
について

H30.12.4

議案第５７号
特別職の職員で常勤の者の給与に関する
条例の一部を改正する条例の制定につい
て

H30.12.4

議案第５８号
一般職の職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

H30.12.4

議案第５９号
喬木村水道事業の設置等に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

H30.12.4

議案第６０号
平成３０年度喬木村一般会計補正予算（第
４号）

H30.12.4

議案第６１号
平成３０年度喬木村国民健康保険特別会
計補正予算（第２号）

H30.12.4

議案第６２号
平成３０年度喬木村後期高齢者医療特別
会計補正予算（第２号）

H30.12.4

議案第６３号
平成３０年度喬木村介護保険特別会計補
正予算（第３号）

H30.12.4

議案第６４号
平成３０年度喬木村下水道特別会計補正
予算（第３号）

H30.12.4

議案第６５号
平成３０年度喬木村水道事業会計補正予
算（第２号）

H30.12.4

平成３０年第４回喬木村議会定例会議案及び議決結果一覧表

番号 件　　　　　　　　　名 上程日 議決日



議案第56号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

議案第57号 特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第58号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第59号 喬木村水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

請願第７号 国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願書

請願第8号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願

【一括付託分】

議案第60号 平成30年度喬木村一般会計補正予算（第４号）

議案第61号 平成30年度喬木村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第62号 平成30年度喬木村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第63号 平成30年度喬木村介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第64号 平成30年度喬木村下水道特別会計補正予算（第３号）

議案第65号 平成30年度喬木村水道事業会計補正予算（第２号）

発議第7号
議会閉会中の大規模災害時に総務産業建設常任委員会及び社会文教常任委員会を
緊急招集して、災害の対応を行うことに関するする決議

発議第8号 喬木村議会改革特別委員会設置に関する決議

◎ 本会議最終日議決議案  ( 2件 )

平成３０年喬木村議会第４回定例会

◎ 予算決算常任委員会付託議案  ( 6件 )

◎ 報告議案  ( 0件 )

12月 ４日上程分

議案一覧表

 ◎ 即決議案  ( 3件 )

◎ 総務産業建設常任委員会付託議案  ( 2件 )

◎ 社会文教常任委員会付託議案  ( 1件 )









発議第７号 

 

 

議会閉会中の大規模災害時に総務産業建設常任委員会及び社会文教常任

委員会を緊急招集して災害の対応することに関する決議 

 

 

上記の議案を地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号）第 122 条及び

喬木村会議規則第 13 条第１項の規定により提出します。  

 

平成３０年１２月４日提出 

 

喬木村議会議長 下岡 幸文 殿 

 

  

提出者 喬木村議会議員  後藤 澄壽          

 

               賛成者 喬木村議会議員  櫻井 登          

 

賛成者 喬木村議会議員  福澤 眞理子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

議会閉会中の大規模災害時に総務産業建設常任委員会及び社会文教常任委員

会が行う災害対応のための議員活動を公務と位置づけられる方向性を探るため。 

 



議会閉会中の大規模災害時に総務産業建設常任委員会及び社会文教常任

委員会を緊急招集して災害の対応することに関する決議 

 

  次のとおり定める。 

 

 

１．対 象 議 員 総務産業建設常任委員会及び社会文教常任委員会に所属する

議員。 

 

２．目   的 閉会中における議員が行う災害対応を公務と位置づけられる

方向性をさぐるため。 

 

３．期 間 期間は、議会の閉会中でも調査研究ができるものとし、議会

が本件終了を議決するまで継続して調査・研究を行うものとす

る。 

 

平成３０年１２月１７日 

 

喬木村議会議長 下岡 幸文 

 



発議第８号 

 

 

喬木村議会改革特別委員会設置に関する決議 

 

 

上記の議案を喬木村会議規則第 13 条第１項の規定により提出します。 

 

平成３０年１２月４日提出 

 

喬木村議会議長 下岡 幸文 殿 

 

  

提出者 喬木村議会議員  後藤 章人          

 

               賛成者 喬木村議会議員  下平 貢            

 

賛成者 喬木村議会議員  中森 高茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

喬木村議会の休日・夜間議会の機能充実と兼業議員であっても安定した運営

を確立するために、通年会期を含め必要な議会改革の調査研究を推進するため。 

 



 

喬木村議会改革特別委員会設置に関する決議 

 

  次のとおり喬木村議会改革特別委員会を設置する。 

 

１．委員会名称 喬木村議会改革特別委員会 

 

２．委   員 議員５名（ただし議長を除く。）  

 

３．目   的 喬木村議会の休日・夜間議会の機能充実と兼業議員であって

も安定した運営を確立するために、通年会期を含め必要な議

会改革の調査研究を推進するため。 

 

４．設 置 期 間 喬木村議会改革特別委員会の任期は議員任期とする。委員長

及び副委員長の任期は、議長任期とする。議会の閉会中でも

調査ができるものとする。ただし、議会が本件終了を議決す

るまで継続して調査・研究を行うものとする。  

 

平成３０年１２月４日 

 

喬木村議会議長 下岡 幸文 

 



喬木村議会改革特別委員会設置要綱  

  

 （設置）  

第１条 喬木村議会の休日・夜間議会の機能充実と兼業議員であっても安定し

た運営を確立するために、通年会期を含め必要な議会改革の調査研究を推進

するため、喬木村議会改革特別委員会（以下「改革特別委員会」という。）を

設置する。  

 

 （所掌事項）  

第２条 改革特別委員会は、議長から諮問された事項に基づき調査及び検討を

行う。  

 

 （組織）  

第３条 改革特別委員会は、議長を除く議員５名をもって組織する。  

２ 委員の任期は、議員の任期とする。  

 

 （委員長及び副委員長等）  

第４条 改革特別委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定め

る。  

２ 委員長は、会務を総理し改革特別委員会を代表する。  

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が

欠けたときは、その職務を代理する。  

４ 委員長及び副委員長の任期は、諮問を行った議長の就任期間とし、再任は

妨げない。  

  

（会議）  

第５条 改革特別委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。  

２ 委員の過半以上から調査検討すべき事件を示して会議の招集 要請があっ

たときは、委員長は会議を招集しなければならない。  

３ 改革特別委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をす

ることができない。  

４ 改革特別委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。  

 

 （意見の聴取）  

第６条 改革特別委員会は、調査及び検討のため必要があると認めるときは、



議長を経て次の者の出席を求め、意見を聴くことができる。また、出席者は

委員長の許可を得て質疑、発言することができる。  

２ 村長、副村長、教育長 

３ 特定幹部職員 

４ 議会モニター若干名 

 

 （会議等の公開）  

第７条 改革特別委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の３分

の２以上の多数で決したとき又は公開することが適当でないと委員長が認め

たときは、公開しないことができる。  

２ 改革特別委員会の議事要旨及び答申書は、公開とする。  

 

 （オブザーバー）  

第８条 議長は、オブザーバーとして改革特別委員会及び検討部会に 出席する

ことができ、採決に影響しない範囲で自由に発言することはできる。ただし、

討論・採決に参加することはできない。  

 

（答申）  

第９条 改革特別委員会において決定した事項については、 随時議長に答申す

るものとする。  

 

  （庶務）  

第 10条 改革特別委員会の庶務は、委員及び議会事務局において処理する。  

 

 （その他）  

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、改革特別委員会及び検討部会の運営に

必要な事項は、改革特別委員会において定める。  

  

   附 則  

 この要綱は、公布の日から施行する。 


